
（参考資料１）

実行の対象 先順位者の同意
後順位者の主観

（先順位について）
実行の方式

処分清算における

譲受人の主観

先順位者

による阻止

先順位担保権

の帰趨

先順位者

への配当

後順位者の

不当利得

譲受人の

不法行為

設定者留保権 不要 ― ― ― ― 存続 ― ― ―

帰属清算 不可 消滅
なし

（合意で処理）
― ―

処分清算 不可 消滅
代金債権への

物上代位
― ―

帰属清算 ― 可 存続 ― ― ―

悪意／有過失 可 存続 ― ― ―

善意無過失 可 消滅 なし 〇 ×

帰属清算 ― 可 消滅 なし × ―

悪意／有過失 可 消滅？ なし × 〇

善意無過失 可 消滅 なし × ×

所有権全体

なし

あり ― ―

処分清算

処分清算

悪意／善意過失あり

善意無過失


